
総合評価書要旨（案） 

 

１．政策評価の対象とした政策 

成年後見制度の利用の促進 

 

２．評価対象期間 

平成 28 年度・29 年度 

 

３．政策の目的 

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29号。以

下「促進法」という。）に基づき成年後見制度利用促進基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定し（平成 29 年 3 月 24 日閣議決定）、これに基

づき成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図る。 

 

４．評価結果の概要 

平成 28 年度は、同年 5 月に施行された促進法に基づき、基本計画を

策定した。 

平成 29 年度は、基本計画の初年度として施策に着手し、関係省庁等

と連携して取組を進め、一定程度進展が見られた。 

 

５．今後の取組方針等 

基本計画に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図っていく。また、基本計画の中間年度である平成

31 年度に、各施策の進捗状況を踏まえ個別の課題の整理・検討を行うこ

ととされているところ、今後事務を引き継ぐ厚生労働省において対応さ

れることとなる。 

  

資料３ 
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総合評価書（案）  

１．政策評価の対象とした政策（法第 10 条第 1 項第 1 号） 
成年後見制度の利用の促進 

２．担当部局（法第 10 条第 1 項第 2 号） 
成年後見制度利用促進担当室 

３．作成責任者 
参事官 矢作 修己 

４．政策評価時期（法第 10 条第 1 項第 2 号） 
平成 30 年 3 月 

５．評価対象期間 
平成 28 年度・29 年度 

６．政策の概要 
成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号。以下「促進法」

という。）に基づき成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）を策定

し（平成 29 年 3 月 24 日閣議決定）、これに基づき成年後見制度の利用の促進に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図る。 
７． 達成すべき目標 

基本計画に掲げられた施策等の推進 
８．関連予算額・執行額の推移（単位 百万円） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
予算額 － － 44 
執行額 － －  

 

９．評価の観点（法第 10 条第 1 項第 3 号） 
基本計画に掲げる各種施策に関し、総体としてどの程度効果をあげているかなどの

総合的な観点から評価を行う。 
評価に当たっては、基本計画に基づく施策等の動向を確認する。 

１０．政策効果の把握の手法及びその結果（法第 10 条第 1 項第 4 号） 
基本計画は 5 か年計画として平成 29 年 3 月に閣議決定され、平成 29 年度はその初

年度として施策に着手し、関係省庁等と連携して取り組んでいる。なお基本計画では、

その中間年度である平成 31 年度に、各施策の進捗状況を踏まえ個別の課題の整理・検

討を行うこととされているところ、今後事務を引き継ぐ（※）厚生労働省において対応

されることとなるが、現時点での政策評価結果については次項記載のとおりである。 
※促進法により、その施行の日（平成 28 年 2 月）から 2 年以内に厚生労働省に事務を

引き継ぐとされているところ、平成 30 年 4 月 1 日の引継ぎに向け最終調整中であ

る。 
１１．政策評価の結果（法第 10 条第 1 項第 7 号） 

促進法第 12 条第１項により、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るために基本計画を策定することとされているところ、平成 28 年 9
月以降有識者会議である成年後見制度利用促進委員会において審議を重ね、基本計画
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に盛り込むべき事項についての意見を取りまとめ、これを踏まえ計画の案を閣僚会議

である成年後見制度利用促進会議において決定し、平成 29 年 3 月に閣議決定を行っ

た。 
基本計画に基づく施策について、平成 30 年 2 月末時点までの実施状況は下記のとお

りであり、政策としては一定程度進展が見られた。今後、基本計画の中間年度である平

成 31 年度に、各施策の進捗状況を踏まえ個別の課題の整理・検討を行うこととされて

おり、具体的には、下記の施策の実施状況等を踏まえ、検討されることとなる。 
 
【施策の実施状況】 
 Ⅰ 制度の周知 

成年後見制度の利用の促進を図っていくために、成年後見制度の広報・周知に取り

組んでいる。 
【施策例】 
○成年後見制度及び成年後見登記制度をより分かりやすく国民に周知するための

パンフレット及びポスタ－の作成 
 
 Ⅱ 市町村計画の策定 

促進法により、市町村は国の基本計画を勘案し、当該市町村の区域における成年後

見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとされているところ、国の計画の周知や市町村計画の

策定の働きかけを行っている。 
【施策例】 
○国の計画について都道府県及び市町村担当者向け説明会の開催 
○説明会やその他の機会において市町村計画策定の働きかけ 

 
 Ⅲ 利用者がメリットを実感できる制度の運用 

成年後見制度においては、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではな

く、認知症高齢者や障害者の意思をできるだけ丁寧にくみ取ってその生活を守り権

利を擁護していく意思決定支援・身上保護の側面も重視し、利用者がメリットを実感

できる制度・運用とする。 
【施策例】 
○成年後見人等が安心して活動することができるようなシステムの改修 
○市民後見人等の権利擁護人材の養成研修等 
○法人後見実施のための研修、安定的な実施のための組織体制の構築、適正な活動

のための支援 
○成年後見制度の利用及び類型の決定手続における、本人の精神の状態に関する医

師の診断書等の在り方の検討 
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 Ⅳ 地域連携ネットワークづくり 

全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域にお

いて、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図っている。 
【施策例】 
○成年後見制度利用促進のため、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の相談

機関やネットワークの構築などの体制整備を実施 
○ネットワーク構築などに係る手引き・指針に関する研究事業の実施 
○成年後見制度利用促進のための地域における広報、普及活動の実施 
○成年後見制度の利用等に係る経費に対する助成 
○市民後見人等の権利擁護人材の養成研修等（再掲） 
○法人後見実施のための研修、安定的な実施のための組織体制の構築、適正な活動

のための支援（再掲） 
 
 Ⅴ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和 

成年後見制度が利用者にとって、安心かつ安全な制度となるためには、監督機能の

更なる充実・強化が必要であるところ、家庭裁判所のみならず関係機関においては、

不正事案の発生を未然に抑止するための仕組みについて、今後の積極的な取組が期

待される。特に、地域における金融機関の役割については、本人が成年後見制度を利

用するに当たって、自己名義の預貯金口座を維持することを希望した場合には、後見

人において、これを適切に管理・行使することができるような、後見制度支援信託に

並立・代替する新たな方策を金融関係団体や各金融機関において積極的に検討する

ことが期待される。 
【施策例】 
○金融機関等及び関係省庁による成年後見制度における預貯金管理に関する勉強

会の実施 
 
 Ⅵ 成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等の検討 

成年被後見人等（成年被後見人・被保佐人・被補助人をいう。以下同じ。）であっ

て医療・介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な人が、円滑に必要な医

療・介護等を受けられるようにするための支援の在り方と、その中における成年後見

人等の事務の範囲について、具体的な検討を進めている。 
【施策例】 
○医療機関における医療従事者の成年後見制度への理解状況等実態把握に関する

研究事業の実施 
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 Ⅶ 成年被後見人等の権利制限の措置の見直し 
成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度（いわゆる欠格条項）につ

いては、成年後見制度の利用を躊躇させる要因の一つであると指摘されている。成年

被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別され

ないよう、政府において、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の

見直しについて、今通常国会に関係法律の改正法案を提出することを目指して、検討

を進めている。 
（※ 平成 30 年３月 13 日に法案を国会に提出。） 

１２．学識経験を有する者の知見の活用（法第 10 条第 1 項第 5 号） 
有識者会議である成年後見制度利用促進委員会に基本計画に基づく施策の実施状況

等を報告し、御議論いただいた。 
１３．評価を行う過程において使用した資料その他の情報（法第 10 条第 1 項第 6 号） 

― 
（注）「法」とは、行政機関が行う政策評価に関する法律（平成 13 年法律第 68 号）をいう。 

「ガイドライン」とは、政策評価の実施に関するガイドライン（平成 17 年 12 月 16
日政策評価各府省連絡会議了承）をいう。 


